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持続可能な財政構造の確立第Ⅱ章／第１節

健全財政へのシフト、
入を計り出を制する。

その１▶財政基盤の強化

福智町は発足時に約237億6千万円（17年度決算・普通会計のみ）の
借金を抱えて船出しました。経常収支比率は100％を超え、約30億に上
る巨額滞納金など深刻な課題が山積しています。財政改善は急務です。

第
Ⅱ
章

改
革
の
具
体
的
方
策

基
金
残
高
・
地
方
債
残
高
の
動
向
、
経
常

収
支
比
率
を
み
れ
ば
、
福
智
町
の
破
た

ん
寸
前
の
財
政
状
況
が
見
え
て
き
ま
す
。
広
報

紙
で
年
に
一
度
は
「
財
政
特
集
」
を
編
集
発
行
し
、

情
報
公
開
に
努
め
、
財
政
問
題
に
つ
い
て
町
全
体

で
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

財
政
構
造
の
弾
力
性
を
示
す
経
常
収
支
比
率

は
75
％
〜
80
％
が
標
準
的
と
言
わ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
平
成
17
年
度
の
福
智
町
の
経
常
収
支
比

率
は
１
０
１・
５
％
で
す
。
町
の
第
一
次
指
標
と

し
て
、
５
年
以
内
に
県
内
平
均
の
93
・
５
％
ま
で

に
引
き
下
げ
る
べ
き
で
す
。
標
準
財
政
規
模
を
勘

案
し
な
が
ら
財
政
規
模
の
拡
大
を
抑
制
し
、
経

常
収
支
比
率
の
適
正
化
を
図
る
と
と
も
に
、
新

た
な
行
政
需
要
に
対
応
す
る
た
め
に
財
政
の
柔

軟
性
を
確
保
し
て
、
歳
入
に
見
合
っ
た
歳
出
削

減
措
置
へ
の
転
換
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
い
ず
れ
導
入
さ
れ
る
新
公
会
計
基

準
で
求
め
ら
れ
て
い
る
資
産
・
負
債
を
示
す
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
、
事
業
の
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
、
一

定
期
間
の
資
金
の
出
し
入
れ
を
示
す
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
の
取
り
組
み
を
真し

ん
し摯
に
研
究
し
、
企
業
経

営
的
な
感
覚
を
常
に
持
っ
て
財
政
運
営
に
あ
た

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
予
算
重
視
か
ら
決

算
重
視
へ
の
転
換
を
図
り
、
健
全
・
堅
実
な
次
年

度
の
予
算
編
成
へ
と
つ
な
ぐ
べ
き
で
す
。

　

全
国
的
な
行
財
政
改
革
の
波
は
、
こ
れ
ま
で

に
な
く
自
治
体
へ
の
意
識
改
革
を
迫
り
、
期
待

す
る
も
の
で
す
。
今
後
、
自
治
体
が
ど
れ
だ
け

改
革
に
や
る
気
を
示
せ
る
か
、
そ
の
姿
勢
が
問
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

税
収
の
確
保
に
万
全
を
期
す
と
共
に
、
使
用

料
、
手
数
料
の
見
直
し
を
行
い
、
受
益
者
負
担

の
適
正
化
に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

1 

町
税
等
の
収
納
率
の
向
上

❶ 

税
収
は
、
町
の
主
財
源
の
一
つ
で
あ
り
、
収

納
対
策
会
議
を
中
心
と
し
て
毎
年
の
未
収
金
を

最
小
限
に
抑
え
る
と
と
も
に
、
収
納
率
向
上
を

重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
取
り
組
み
、
組
織
強
化

（
増
員
等
）
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

❷ 

課
税
客
体
の
的
確
な
把
握
に
努
め
、
滞
納
整

理
の
適
切
な
実
施
等
に
よ
り
、
収
納
率
の
向
上

と
税
負
担
の
公
正
・
公
平
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

❸ 

各
部
署
は
各
々
目
標
数
値
を
定
め
、
信
念
を

持
っ
て
取
り
組
み
、
旧
町
の
収
納
に
関
わ
っ
た
関

係
職
員
の
適
切
な
配
置
が
重
要
で
あ
る
。

2 

町
税
等
の
巨
額
滞
納
金
の
解
消

❶ 

適
切
な
人
員
配
置
を
考
慮
し
た
特
別
班
を
編

成
し
、恒
常
的
に
滞
納
整
理
に
当
た
る
と
と
も
に
、

定
期
的
に
収
納
対
策
会
議
を
開
き
、
滞
納
整
理

の
進
捗
状
況
お
よ
び
対
策
等
を
検
討
す
る
。

❷ 

類
似
団
体
程
度
の
職
員
配
置
を
行
い
、
そ
れ

に
よ
っ
て
生
じ
た
余
剰
人
員
の
一
部
を
徴
収
業
務

に
集
中
さ
せ
る
。

❸ 
30
億
円
に
上
る
巨
額
滞
納
金
の
解
消
に
つ
い

て
は
、
町
長
を
は
じ
め
全
職
員
総
が
か
り
で
徴
収

に
取
り
組
み
、早
期
回
収
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。

❹ 

年
度
内
に
支
払
い
を
し
な
い
滞
納
者
に
対
し

て
は
、
延
滞
金
や
督
促
料
の
徴
収
等
、
厳
正
に

対
処
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
滞
納
金
の
回
収
に

関
す
る
条
例
の
制
定
等
が
必
要
で
あ
る
。

❺ 

税
負
担
の
公
平
性
の
原
則
に
基
づ
き
、
臨
戸

訪
問
や
納
税
相
談
、
悪
質
滞
納
者
に
対
す
る
適

正
な
法
的
措
置
を
図
る
と
と
も
に
、
職
員
の
勤

務
に
つ
い
て
は
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
の
導

入
を
検
討
す
る
。

❻ 

こ
の
滞
納
金
対
策
も
旧
町
の
収
納
に
携
わ
っ

た
関
係
職
員
の
適
切
な
配
置
が
重
要
で
あ
る
。

3 

遊
休
施
設･

土
地
の
有
効
活
用

❶ 

各
行
政
区
で
活
用
可
能
な
施
設
に
つ
い
て
は
、

行
政
区
に
委
譲
し
、
有
効
活
用
を
図
る
。

❷ 

既
存
公
共
施
設
の
有
効
活
用
を
図
り
、
類
似

施
設
の
統
廃
合
を
進
め
、
施
設
運
営
は
指
定
管

理
者
制
度
を
主
体
と
し
て
推
進
す
る
。

❸ 

行
政
目
的
と
し
て
の
利
用
、
活
用
が
見
込
め

な
い
不
要
不
動
産
の
処
分
は
、
公
売
だ
け
で
な

く
、民
間
活
力
を
導
入
し
、査
定
売
却
等
の
企
画・

実
行
を
広
域
的
な
不
動
産
事
業
者
に
依
頼
す
る

こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

❹ 

今
後
の
施
設
の
統
廃
合
に
伴
う
遊
休
施
設
に

つ
い
て
も
売
却
な
ど
を
進
め
る
。

4 

パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
・
地
域
ア
ッ
プ
計
画
の
推
進

❶ 

イ
ベ
ン
ト
事
業
の
効
率
化
を
図
り
、
集
客
に

つ
な
が
る
案
件
は
整
備
拡
大
し
て
活
用
す
る
。

❷ 

観
光
ル
ー
ト（
温
泉・上
野
焼・
名
所
・
古
刹
等
）

の
企
画
・
整
備
や
伝
統
芸
能
の
保
存
、
維
持
を

進
め
る
。

❸ 

観
光
路
線
の
企
画
・
設
定
、
鉄
道
、
バ
ス
路

線
と
リ
ン
ク
で
き
る
町
営
バ
ス
路
線
の
企
画
・
実

施
の
取
り
組
み
を
進
め
る
。

❹ 

福
智
町
独
自
の
特
産
品（
農
産
物・工
芸
品
等
）

の
生
産
・
販
売
に
つ
い
て
の
企
画
・
立
案
・
実
施

に
向
け
て
、
積
極
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

❺ 

公
設
民
営
企
業
の
複
数
創
設
を
実
現
さ
せ
て
、

雇
用
の
促
進
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
運
営
は
民
間

に
委
ね
、
利
益
の
還
元
は
基
金
や
歳
入
に
繰
り

入
れ
る
。
創
設
企
業
は
、
発
展
・
成
長
・
拡
大
し
、

福
智
町
の
他
の
事
業
と
も
関
連
し
て
成
長
す
る

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
農
・
商
・

工
と
リ
ン
ク
す
る
も
の
が
望
ま
し
い
。
業
種
の
選

定
は
、
立
案
・
企
画
・
調
査
・
調
整
に
関
わ
る
業

務
を
遂
行
で
き
る
実
行
委
員
会
の
設
立
が
必
要

で
あ
る
。
準
備
期
間
は
一
年
間
を
目
途
と
す
る
。

❻ 

旧
３
町
の
各
々
の
特
色
を
活
か
し
た
「
ふ
れ

あ
い
市
」
を
連
携
さ
せ
、
年
間
を
通
し
て
顧
客
の

増
加
定
着
を
図
る
。「
道
の
駅
」
構
想
も
視
野
に

入
れ
て
模
索
す
る
。
前
述
の
特
産
品
の
企
画
・
提

案
・
実
施
に
向
け
て
、
民
間
の
若
手
の
農
業
後

01
自
主
財
源
の

確
保
と
強
化

継
者
に
よ
る
チ
ー
ム
の
結
成
を
す
る
必
要
が
あ

る
。
当
然
、
行
政
で
も
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
い
ず

れ
も
、
確
固
た
る
官
民
協
働
の
理
念
に
基
づ
い
て

取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。

❼ 

福
智
町
の
将
来
を
担
う
人
づ
く
り
の
た
め
に
、

教
育
の
充
実
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。
充
実

し
た
教
育
が
行
わ
れ
、
若
年
層
が
安
心
し
て
子

1 

人
件
費
に
関
す
る
事
項

❶ 

職
員
の
補
充
は
原
則
と
し
て
５
年
間
は
行
う

べ
き
で
は
な
い
。
補
充
し
て
も
退
職
者
の
１
／
３

以
下
に
と
ど
め
、
臨
時
職
員
は
減
員
す
る
方
向
で

検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
報
酬
等
も
再
度
見
直
す
。

❷ 

10
年
で
類
似
団
体
並
み
の
職
員
数
に
す
る
予

定
だ
が
、
早
急
に
類
似
団
体
を
下
回
る
職
員
の

配
置
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
各
種
手
当
の

見
直
し
な
ど
も
行
う
必
要
が
あ
る
。

❸ 

退
職
勧
奨
を
適
宜
実
施
す
る
。

❹ 

人
事
評
価
制
度
に
対
応
し
た
給
与
制
度
の
適

正
化
を
図
る
。

2 

物
件
費
に
関
す
る
事
項

❶ 

消
耗
品
は
集
中
管
理
を
行
い
、
旅
費
の
適
正

化
や
各
分
野
の
節
減
に
積
極
的
に
取
り
組
む
べ

5 
投
資
的
経
費
に
関
す
る
事
項

❶ 

補
助
事
業
を
優
先
し
、
町
単
費
を
最
小
限
に

抑
制
す
る
。

❷ 

事
業
計
画
（
三
年
間
）
を
作
成
し
て
、緊
急
性・

効
果
等
を
精
査
し
、
優
先
順
位
を
決
め
て
行
う
。

計
画
は
毎
年
見
直
し
、
同
年
度
の
投
資
的
経
費

の
上
限
を
定
め
て
枠
内
で
事
業
を
行
う
。
同
年

度
で
複
数
の
大
き
な
事
業
を
決
し
て
行
わ
な
い
。

❸ 

安
易
に
地
方
債
を
借
り
ず
、
見
返
り
の
な
い

単
独
事
業
債
は
原
則
と
し
て
借
り
入
れ
し
な
い
。

6 

そ
の
他
の
経
費
に
関
す
る
事
項

❶ 

職
員
配
置
の
見
直
し
に
よ
る
余
剰
人
員
を
維

持
補
修
業
務
に
当
て
て
経
費
の
削
減
を
図
る
。

❷ 

行
政
区
長
・
組
長
の
協
力
を
求
め
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
と
の
疎
遠
を
防
ぎ
、
各
地
域
と
の
均
衡
を

図
り
な
が
ら
経
費
削
減
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

7 

予
算
編
成
・
執
行
体
制
の
改
善

❶ 

概
算
要
求
の
限
度
額
を
明
示
し
、
編
成
に
当

た
っ
て
は
、
財
政
の
標
準
規
模
を
考
慮
し
て
総
枠

配
分
方
法
を
検
討
す
る
。

8 

行
政
評
価
制
度
の
構
築

❶ 

行
政
評
価
委
員
会
を
設
置
し
、
重
要
事
務
事

業
の
評
価
を
行
う
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
三
役

幹
部
会
（
課
長
を
含
む
）
に
報
告
し
、
効
果
的

な
財
政
運
営
に
資
す
る
。

9 

入
札
制
度
の
見
直
し

❶ 

入
札
監
視
委
員
会
を
設
け
、
一
般
競
争
入
札

を
主
体
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
入
札
の
導
入

を
検
討
す
る
。

10 

も
っ
た
い
な
い
運
動
の
展
開

❶ 

行
財
政
改
革
推
進
本
部
の
も
と
に
、
も
っ
た

い
な
い
運
動
の
推
進
を
図
る
。

❷ 

一
人
ひ
と
り
が
現
状
を
理
解
し
、
で
き
る
も

の
か
ら
積
極
的
に
取
り
組
む
。

き
で
あ
る
。

❷ 

消
耗
品
や
備
品
は
で
き
る
だ
け
一
括
購
入
を

検
討
し
、
競
争
入
札
で
購
入
す
る
。

❸ 

備
品
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ス
の
場
合

と
の
比
較
を
十
分
検
討
す
る
。

3 

扶
助
費
に
関
す
る
事
項

❶ 

扶
助
費
は
法
定
の
負
担
の
み
と
し
、
任
意
に

よ
る
町
単
独
の
扶
助
費
は
、
減
額
や
廃
止
な
ど
の

見
直
し
を
行
う
。

4 

補
助
費
等
に
関
す
る
事
項

❶ 

組
織
と
活
動
内
容
を
再
度
精
査
し
、
助
成
金・

補
助
金
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
将
来
性
も
な

く
活
動
内
容
の
乏
し
い
と
こ
ろ
は
助
成
を
廃
止
。

❷ 

公
的
機
関
以
外
の
任
意
団
体
に
対
す
る
助
成

金
・
補
助
金
は
原
則
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

02
歳
出
の

削
減

特集「福智町行財政改革大綱答申」

育
て
が
で
き
る
町
に
こ
そ
人
が
集
ま
り
、
定
住
化

へ
と
進
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
安
定

し
た
収
入
の
確
保
も
不
可
欠
で
あ
り
、
若
者
の

雇
用
の
安
定
促
進
も
あ
わ
せ
て
最
大
課
題
と
し

て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
財
政
的
に
は
厳
し

く
て
も
、
重
点
施
策
を
吟
味
し
「
事
業
の
選
択

と
集
中
」
を
徹
底
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。


